
国立大学法人分科会・業務及び財務等審議専門部会

に付託された事項の審議結果について

第１８回（平成２０年１２月１７日～１８日開催）

（１）特定大学技術移転事業を実施する者への出資について【参考１】

・ 国立大学法人法第２２条第３項の規定に基づき、文部科学大臣は、特定

大学技術移転事業を実施する者への出資の認可をしようとするときには、

あらかじめ、国立大学法人評価委員会の意見を聴かなければならないと

されている。

・ 特定大学技術移転事業を実施する者への出資の認可についての意見は、

専門部会における議決事項とされている。

・ 今般、東京大学から、株式会社東京大学ＴＬＯ（ＣＡＳＴＩ）へ出資す

るための認可の申請があり、専門部会において持ち回り審議した。

・ その結果、文部科学大臣が本件を認可することについては、専門部会と

して、特段の意見はなかった。
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東京大学による株式会社東京大学ＴＬＯ（ＣＡＳＴＩ）への出資について

１.概要

東京大学は株式会社東大ＴＬＯへの出資を行うため、国立大学法人法第２２条第２

項に基づく文部科学大臣の認可申請書を提出しているところである。このため、同法

に基づき国立大学法人評価委員会において意見を求めるものである。

また、申請書及び本委員会の意見等をもとに、同法に基づく財務大臣との協議を行

おうとするものである。

２.出資の目的

東京大学は現在、専門的な技術移転のノウハウ等を有する株式会社東京大学ＴＬＯ

と相互補完的な関係を持ちながら、大学から創出される研究成果の社会還元を図って

いる。

東京大学が株式会社東京大学ＴＬＯの株式を保有し、経営に関して一定の発言権を

得ることにより、技術移転・知的財産の管理運用等を安定的な運営にすることで、知

的財産サイクルの好循環と研究成果の社会還元の実現を図るものである。

３.出資しようとする相手方及び出資額（取得株数）

○相手方

株式会社東京大学ＴＬＯ

本 社：東京都文京区本郷７－３－１

設 立：平成１０年８月

代表取締役社長：山本 貴史

資 本 金：２,０００万円

総 発 行 株 数：４００株

経 常 損 失：８６百万円 〔平成１９年１２月期〕

○出資額

１億４７９０万円（１７０株）

※１株８７万円 ※出資の財源は寄附金収入（使途の特定なし）

※取得価格は、外部コンサルタントの評価額と寄附により東京大学が取得済みの同社株

式の財務諸表上の評価額を勘案し株主と同意した金額。

（参考１）
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○役員構成

取締役（計５名） 山本 貴史 株式会社東京大学TLO代表取締役

本田 圭子 株式会社東京大学TLO取締役

天神 雄策 株式会社東京大学TLO取締役

石田 智朗 株式会社東京大学TLO取締役

山田 興一 東京大学理事

○株主構成

分類 出資前（持株比率） 出資後（持株比率）

監査役 １００株（25.0%） ０株 （0.0%)
代表取締役 ４０株（10.0%） ０株 （0.0%)
個人 ２０株（ 5.0%） ０株 （0.0%)
取締役 ５株（1.25%） ０株 （0.0%)
元取締役 ５株（1.25%） ０株 （0.0%)
東京大学 ２３０株（57.5%） ４００株(100.0%)

計 ４００株 ４００株
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参考資料

○国立大学法人法（平成十五年七月十六日法律第百十二号）（抄）

（業務の範囲等）

第二十二条 国立大学法人は、次の業務を行う。

五 当該国立大学における研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること。

六 当該国立大学における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって

政令で定めるものを実施する者に出資すること。

２ 国立大学法人は、前項第六号に掲げる業務を行おうとするときは、文部科学大臣の

認可を受けなければならない。

３ 文部科学大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意

見を聴かなければならない。

（財務大臣との協議）

第三十六条 文部科学大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

二 第二十二条第二項、第二十九条第二項、第三十一条第一項、第三十三条第一項、

第二項若しくは第六項若しくは第三十四条第一項又は準用通則法第四十五条第一

項ただし書若しくは第二項ただし書若しくは準用通則法第四十八条第一項の規定

による認可をしようとするとき。

○国立大学法人施行令（平成十五年十二月三日政令第四百七十八号）（抄）

第三条 法第二十二条第一項第六号及び第二十九条第一項第五号の政令で定める事業

は、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律

（平成十年法律第五十二号）第四条第一項の承認を受けた者（同法第五条第一項の変

更の承認を受けた者を含む。）が実施する同法第二条第一項の特定大学技術移転事業

とする。

○大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律

（平成十年五月六日法律第五十二号）（抄）

（定義）

第二条 この法律において「特定大学技術移転事業」とは、大学（学校教育法 （昭和

二十二年法律第二十六号）第一条に規定する大学及び高等専門学校並びに国立大学法

人法 （平成十五年法律第百十二号）第二条第四項に規定する大学共同利用機関をい

う。以下同じ。）における技術に関する研究成果（以下「特定研究成果」という。）に

ついて、特定研究成果に係る特許権その他の政令で定める権利のうち国以外の者に属

するものについての譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、特定研究成果の活

用を行うことが適切かつ確実と認められる民間事業者に対し移転する事業であって、

当該大学における研究の進展に資するものをいう。

（実施計画の承認）

第四条 特定大学技術移転事業を実施しようとする者（特定大学技術移転事業を実施す

る法人を設立しようとする者を含む。）は、当該特定大学技術移転事業の実施に関す

る計画（以下「実施計画」という。）を作成し、これを文部科学大臣及び経済産業大

臣に提出して、その実施計画が適当である旨の承認を受けることができる。


